
 

 

承認第４号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

令和元年５月１７日提出 

 

                木津川市長 河井 規子 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

木津川市長 河井 規子   

 

記 

 

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

木津川市条例第１６号 

 

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

木津川市介護保険条例（平成１９年木津川市条例第１１３号）の一部を次のように

改正する。 

 

第４条第２項中「平成３０年度から平成３２年度まで」を「平成３１年度及び平成

３２年度」に、「２５，５００円」を「２２，３００円」に改め、同条中第４項を第

５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成３

１年度及び平成３２年度の各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

３６，６００円とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の木津川市介護保険条例第４条の規定は、平成３１年度以降の年度分の保

険料から適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 



参考資料（承認第４号） 

 

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

（新） 

第１条～第３条 （略） 

（旧） 

第１条～第３条 （略） 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る平

成３１年度及び平成３２年度の各年度

における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、２２，３００円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る平

成３０年度から平成３２年度までの各

年度における保険料率は、同号の規定

にかかわらず、２５，５００円とす

る。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係る

平成３１年度及び平成３２年度の各年

度における保険料率は、同号の規定に

かかわらず、３６，６００円とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４・５ （略） ３・４ （略） 

第５条～第１８条 （略） 

 

第５条～第１８条 （略） 

 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 承認第４号 木津川市介護保険条例の一部改正について 

担 当 課 高齢介護課 介護保険係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

低所得者の介護保険料については、地域における医療及び介護
の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法
律（平成２６年法律第８３号）による介護保険法（平成９年法律
第１２３号）の改正により、消費税による公費を投入して軽減強
化を行う仕組みが設けられ、平成２７年４月から一部実施してい
ますが、平成３１年１０月の消費税率１０％への引き上げに合せ
て、更なる軽減強化を行うこととされたため、所要の改正を行い
ます。 
具体的には、所得段階が第１段階の方について、年額２８，７

００円を平成２７年度より２５，５００円に軽減しているとこ
ろ、更に２２，３００円に軽減強化します。 
加えて、所得段階が第２段階の方については、年額４１，４０

０円を３６，６００円に軽減します。 
 

提案に至るまでの経緯 

・軽減幅について、課内で協議・検討し、改正案を策定。 
・調整会議（４月４日）、政策会議（４月９日） 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづ 
くり 

政 策 分 野 ４ 福祉 

施 策 
② 高齢者福祉 
オ．利用者本位の介護保険事業の推進 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
■複数年度（令和元年度及び令和２年度） 
２６，６７８千円 介護保険特別会計繰出事業費 
       （低所得者保険料軽減繰出金） 
国庫支出金  （１／２）：１３，３３９千円  
府支出金   （１／４）： ６，６６９千円 

 一般会計繰入金（１／４）： ６，６７０千円 
 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

消費税率１０％への引き上げに合わせて、特に所得の低い方の
介護保険料の負担を軽減できます。 
財源については、国および府の負担金と一般会計からの繰入金

ですが、繰入金の財源として、地方交付税（消費税）が措置され
ます。 
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